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白岡市公民館条例等の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

第１条 白岡市公民館条例の一部改正 第１条 白岡市公民館条例の一部改正 

（設置） （設置） 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号

）第２０条の目的を達成するため、白岡市に公

民館を設置する。 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号

。以下「法」という。）第２０条の目的を達成

するため、白岡市に公民館を設置する。 

（利用条件の変更停止及び許可の取消し） （利用条件の変更停止及び許可の取消し） 

第１１条 略 第１１条 略 

２ 市は、利用者が前項各号の一に該当する理由

により、同項の処分を受け、これによって損失

を受けることがあってもその補償の責めは負わ

ない。 

２ 教育委員会は、利用者が前項各号の一に該当

する理由により、同項の処分を受け、これによ

って損失を受けることがあってもその補償の責

めは負わない。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１６条 市長は、特に必要があると認めるとき

は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除

することができる。 

 

第１６条 教育委員会は、特に必要があると認め

るときは、前条に規定する使用料を減額し、又

は免除することができる。 

第２条 白岡市勤労者体育センター条例の一部

改正 

第２条 白岡市勤労者体育センター条例の一部

改正 

（休館日） （休館日） 

第３条 体育センターの休館日は、次のとおりと

する。ただし、教育委員会は、管理運営上必要

があると認めるときは、臨時に休館日を定め、

又は休館日に業務を行うことができる。 

第３条 体育センターの休館日は、次のとおりと

する。ただし、市長は、管理運営上必要がある

と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休

館日に業務を行うことができる。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

（利用時間及び期間） （利用時間及び期間） 

第４条 体育センターの施設等を利用することが

できる時間は、次の表に定めるところによる。

ただし、教育委員会は、管理運営上必要がある

と認めるときは、これを変更することができる

。 

第４条 体育センターの施設等を利用することが

できる時間は、次の表に定めるところによる。

ただし、市長は、管理運営上必要があると認め

るときは、これを変更することができる。 

 略  略 

２ 体育センターの施設等は、同一の利用者が引

き続き３日を超え、又は定期的に曜日若しくは

日時を指定した利用をすることはできない。た

だし、教育委員会が特に認めるときは、この限

２ 体育センターの施設等は、同一の利用者が引

き続き３日を超え、又は定期的に曜日若しくは

日時を指定した利用をすることはできない。た

だし、市長が特に認めるときは、この限りでな
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りでない。 い。 

（利用の許可） （利用の許可） 

第５条 体育センターの施設等を利用しようとす

る者は、教育委員会の許可を受けなければなら

ない。許可に係る事項を変更しようとするとき

も、同様とする。 

第５条 体育センターの施設等を利用しようとす

る者は、市長の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとするときも、同

様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合におい

て、管理運営上必要があると認めるときは、当

該許可に条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、管

理運営上必要があると認めるときは、当該許可

に条件を付することができる。 

（許可の制限） （許可の制限） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、体育センターの施設等

の利用を許可しないことができる。 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、体育センターの施設等の利用

を許可しないことができる。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

（遵守事項及び教育委員会の指示） （遵守事項及び市長の指示） 

第８条 教育委員会は、体育センターの利用者の

遵守事項を定め、及び体育センターの管理運営

上必要があるときは、その利用者に対し、その

都度適宜な指示をすることができる。 

第８条 市長は、体育センターの利用者の遵守事

項を定め、及び体育センターの管理運営上必要

があるときは、その利用者に対し、その都度適

宜な指示をすることができる。 

（施設等の変更制限） （施設等の変更制限） 

第９条 利用者は、体育センターに特別の設備等

を施し、又は変更を加えてはならない。ただし

、教育委員会の許可を受けたときは、この限り

でない。 

第９条 利用者は、体育センターに特別の設備等

を施し、又は変更を加えてはならない。ただし

、市長の許可を受けたときは、この限りでない

。 

（利用許可の取消し等） （利用許可の取消し等） 

第１０条 教育委員会は、利用者が次の各号のい

ずれかに該当するとき、又は体育センターの管

理運営上特に必要があると認めるときは、当該

許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用

を停止し、又は当該許可を取り消すことができ

る。 

第１０条 市長は、利用者が次の各号のいずれか

に該当するとき、又は体育センターの管理運営

上特に必要があると認めるときは、当該許可に

係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止

し、又は当該許可を取り消すことができる。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

２ 略 ２ 略 

（入館の禁止） （入館の禁止） 

第１３条 教育委員会は、体育センターの秩序を

乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁

止し、又はその者に対し、退館を命ずることが

できる。 

第１３条 市長は、体育センターの秩序を乱し、

若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、

又はその者に対し、退館を命ずることができる

。 

（使用料の還付） （使用料の還付） 
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第１６条 既納の使用料は、還付しない。ただし

、次の各号のいずれかに該当する場合は、その

全部又は一部を還付する。 

第１６条 既納の使用料は、還付しない。ただし

、次の各号のいずれかに該当する場合は、その

全部又は一部を還付する。 

⑴ 体育センターの管理運営上特に必要がある

ため、教育委員会が利用の許可を取り消した

とき。 

⑴ 体育センターの管理運営上特に必要があるた

め、市長が利用の許可を取り消したとき。 

⑵・⑶ 略 

 

⑵・⑶ 略 

第３条 白岡市市民テニスコート条例の一部改

正 

第３条 白岡市市民テニスコート条例の一部改

正 

（休業日） （休業日） 

第２条 市民テニスコートの休業日は、次のとお

りとする。ただし、教育委員会は、管理運営上

必要があると認めるときは、臨時に休業日を定

め、又は休業日に業務を行うことができる。 

第２条 市民テニスコートの休業日は、次のとお

りとする。ただし、市長は、管理運営上必要が

あると認めるときは、臨時に休業日を定め、又

は休業日に業務を行うことができる。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

（利用時間等） （利用時間等） 

第３条 市民テニスコートを利用することができ

る時間は、次の表に定めるところによる。ただ

し、教育委員会は、管理運営上必要があると認

めるときは、これを変更することができる。 

第３条 市民テニスコートを利用することができ

る時間は、次の表に定めるところによる。ただ

し、市長は、管理運営上必要があると認めると

きは、これを変更することができる。 

 略  略 

２ 市民テニスコートの施設及びこれに附属する

設備（以下「施設等」という。）は、同一の利

用者が引き続き３日を超え、又は定期的に曜日

若しくは日時を指定した利用をすることはでき

ない。ただし、教育委員会が特に認めるときは

、この限りでない。 

２ 市民テニスコートの施設及びこれに附属する

設備（以下「施設等」という。）は、同一の利

用者が引き続き３日を超え、又は定期的に曜日

若しくは日時を指定した利用をすることはでき

ない。ただし、市長が特に認めるときは、この

限りでない。 

（利用の許可） （利用の許可） 

第４条 市民テニスコートの施設等を利用しよう

とする者は、教育委員会の許可を受けなければ

ならない。許可に係る事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

第４条 市民テニスコートの施設等を利用しよう

とする者は、市長の許可を受けなければならな

い。許可に係る事項を変更しようとするときも

、同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合におい

て、管理運営上必要があると認めるときは、当

該許可に条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、管

理運営上必要があると認めるときは、当該許可

に条件を付することができる。 

（許可の制限） （許可の制限） 

第５条 教育委員会は、次の各号の一に該当する

と認めるときは、市民テニスコートの施設等の

第５条 市長は、次の各号の位置に該当すると認

める時は、市民テニスコートの施設等の利用を
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利用を許可しないことができる。 許可しないことができる。 

⑴～⑷ 略 ⑴～⑷ 略 

（遵守事項及び教育委員会の指示） （遵守事項及び市長の指示） 

第７条 教育委員会は、市民テニスコートの施設

等の利用者の遵守事項を定め、及び市民テニス

コートの管理運営上必要があると認めるときは

、その利用者に対し、その都度適宜な指示をす

ることができる。 

第７条 市長は、市民テニスコートの施設等の利

用者の遵守事項を定め、及び市民テニスコート

の管理運営上必要があると認めるときは、その

利用者に対し、その都度適宜な指示をすること

ができる。 

（利用許可の取消し等） （利用許可の取消し等） 

第８条 教育委員会は、利用者が次の各号の一に

該当するとき、又は市民テニスコートの管理運

営上特に必要があると認めるときは、当該許可

に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停

止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

第８条 市長は、利用者が次の各号の一に該当す

るとき、又は市民テニスコートの管理運営上特

に必要があると認めるときは、当該許可に係る

利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、

又は当該許可を取り消すことができる。 

⑴～⑶ 略 ⑴～⑶ 略 

２ 市は、利用者が前項各号の一に該当する理由

により、同項の処分を受け、これによって損失

を受けることがあっても、その補償の責めを負

わない。 

２ 市長は、利用者が前項各号の一に該当する理

由により、同項の処分を受け、これによって損

失を受けることがあっても、その補償の責めを

負わない。 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし

、次の各号の一に該当する場合は、その全部又

は一部を還付する。 

第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし

、次の各号の一に該当する場合は、その全部又

は一部を還付する。 

⑴ 市民テニスコートの管理運営上特に必要が

あるため、教育委員会が利用の許可を取り消

したとき。 

⑴ 市民テニスコートの管理運営上特に必要が

あるため、市長が利用の許可を取り消したと

き。 

⑵ 略 

 

⑵ 略 

第４条 白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部

改正 

第４条 白岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部

改正 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１５条 市長は、特に必要があると認めるとき

は、前条第１項の使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

第１５条 教育委員会は、特に必要があると認め

るときは、前条第１項の使用料を減額し、又は

免除することができる。 

（指定管理者の損害賠償義務） （指定管理者の損害賠償義務） 

第２７条 指定管理者は、その責めに帰すべき理

由により、センターの施設（設備及び物品を含

む。）を損傷し、又は滅失したときは、その損

害を賠償しなければならない。ただし、市長は

第２７条 指定管理者は、その責めに帰すべき理

由により、センターの施設（設備及び物品を含

む。）を損傷し、又は滅失したときは、その損

害を賠償しなければならない。ただし、教育委
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、やむを得ない理由があると認めるときは、そ

の全部又は一部を免除することができる。 

員会は、やむを得ない理由があると認めるとき

は、その全部又は一部を免除することができる

。 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の決定） （利用料金収入の帰属及び利用料金の決定） 

第２８条 市長は、地方自治法第２４４条の２第

８項の規定により、指定管理者にセンターの利

用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

当該指定管理者の収入として収受させることが

できる。 

第２８条 教育委員会は、地方自治法第２４４条

の２第８項の規定により、指定管理者にセンタ

ーの利用に係る料金（以下「利用料金」という

。）を当該指定管理者の収入として収受させる

ことができる。 

２ 利用料金は、指定管理者が別表第２に定める

使用料の範囲内で定めるものとする。この場合

において、指定管理者は、あらかじめ利用料金

について市長の承認を得なければならない。 

２ 利用料金は、指定管理者が別表第２に定める

使用料の範囲内で定めるものとする。この場合

において、指定管理者は、あらかじめ利用料金

について教育委員会の承認を得なければならな

い。 

（利用料金の納付等） （利用料金の納付等） 

第２９条 略 第２９条 略 

２ 第１５条の規定は、利用料金の減額又は免除

について準用する。この場合において、「市長

」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」と

あるのは「利用料金」と読み替えるものとする

。 

２ 第１５条の規定は、利用料金の減額又は免除

について準用する。この場合において、「教育

委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用

料」とあるのは「利用料金」と読み替えるもの

とする。 

３ 略 

 

３ 略 

第５条 白岡市生涯学習センター条例の一部改

正 

第５条 白岡市生涯学習センター条例の一部改

正 

（利用の条件の変更、停止及び許可の取消し） （利用の条件の変更、停止及び許可の取消し） 

第１０条 略 第１０条 略 

２ 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当す

る理由により、同項の処分を受け、これによっ

て損失を受けることがあってもその補償の責め

は負わない。 

２ 教育委員会は、利用者が前項各号のいずれか

に該当する理由により、同項の処分を受け、こ

れによって損失を受けることがあってもその補

償の責めは負わない。 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１５条 市長は、特に必要があると認めるとき

は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除

することができる。 

第１５条 教育委員会は、特に必要があると認め

るときは、前条に規定する使用料を減額し、又

は免除することができる。 

 

 

 

 

 


